
議案第３９号 

 

宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか６施設）に係る       

指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか６施設）の指定管理

者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和７年２月１９日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市俵田翁記念体育館 宇部市恩田町四丁目１番１号 

恩田運動公園  

野球場  宇部市恩田町四丁目１番４号  

陸上競技場  宇部市恩田町四丁目１番２号  

多目的グラウンド  宇部市恩田町四丁目１番  

にぎわい交流施設  宇部市恩田町四丁目１番３号  

屋根付きグラウンド  宇部市恩田町四丁目１番  

都市型スポーツ広場  宇部市恩田町四丁目１番  

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市スポーツ協会グループ 

  代表者 宇部市恩田町四丁目１番４号 

      公益財団法人宇部市スポーツ協会 

       理事長  千  葉  泰  久 

      大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

      美津濃株式会社 

       代表取締役社長  水  野  明  人  

149



３ 指定する期間 

  令和７年４月１日から令和２１年３月３１日まで 

150



議案３９号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか６施設）に係る指定管理者の指定の件

2.施設位置図

1.施設名称 ・宇部市俵田翁記念体育館 （宇部市恩田町四丁目１番１号）
・野球場 （宇部市恩田町四丁目１番４号）
・陸上競技場 （宇部市恩田町四丁目１番２号）
・多目的グラウンド （宇部市恩田町四丁目１番）
・にぎわい交流施設（宇部市恩田町四丁目1番）
・屋根付きグラウンド（宇部市恩田町四丁目1番）
・都市型スポーツ広場（宇部市恩田町四丁目1番）
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4.指定期間 令和７年４月１日～令和２１年３月３１日（１４年間）

3.指定管理候補者

(1)団体名 宇部市スポーツ協会グループ
共同体の事業所所在地 宇部市恩田町四丁目１番４号

(2)代表団体
①団体名 公益財団法人 宇部市スポーツ協会
②代表者名 理事長 千葉 泰久
③主たる事業所の所在地 宇部市恩田町四丁目１番４号

(3)構成団体
①団体名 美津濃株式会社
②代表者名 代表取締役社長 水野 明人
③主たる事業所の所在地 大阪市中央区北浜四丁目１番２３号

2

内 容 期 日

事業者公募 令和4年12月28日（木）

事業者選定委員会 令和5年4月29日（土）

恩田スポーツパーク整備・管理
運営基本協定締結

令和5年6月30日（土）

指定管理者指定申請書の提出 令和5年12月28日（火）

5.指定管理候補者選定の経緯（恩田スポーツパーク整備・管理運営業務）

議案３９号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか６施設）に係る指定管理者の指定の件
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維持管理・運営の提案は、施設の設置目的を十分理解するとともに、豊富な実績を活かし、既存の施設を活用した健康教室や

関係機関等と連携したスポーツイベントの開催に加え、新たなイベントの開催など、幅広い年齢層や利用者のニーズに応える内

容が含まれていた。また、提案内容は実現性が高く、適切に実施されれば公園の魅力をさらに高めることができると評価された。

また、経費においても、適正に確保され、施設の管理運営体制の安定的な維持・継続が可能なものであると考えられ、宇部市体

育施設及び都市公園の維持・運営・管理における指定管理者として適切なものと評価された。

6.選定理由

3

議案３９号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか６施設）に係る指定管理者の指定の件
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7.参考 恩田スポーツパーク整備・管理運営業務プロポーザル選定委員会における審査結果（1000点満点）

審査項目 配点 候補者 Ａグループ Ｂグループ

①事業計画に関する事項 150.00 100.00 75.78 36.86

②施設整備に関する事項 300.00 206.80 143.30 79.58

③維持管理・運営に関する事項 300.00 194.79 159.24 66.08

④設置管理許可施設等に関する事項 150.00 102.03 77.50 37.50

提案価格に関する提案 100.00 99.92 100.00 99.91

総合評価点 1000.00 703.54 555.82 319.93



議
案
第
三
十
一
号 

 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

等
を
定
め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
（
平
成
二
十
四
年
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
六
十
一
条
第
十
三
項
中
「
、
栄
養
士
又
は
」
を
「
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
」

に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
六
十
一
条 

 

第
六
十
一
条 

 

１３ 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定 

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又

は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業

を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
併
設
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所

が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ

れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
く
は

管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て

は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利

用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

１３ 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定 

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又

は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業

を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
併
設
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所

が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ

れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は

管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て

は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利

用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 
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議案第３１号 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例中一部改正の件 

 

 

１ 目的 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第３４号。以下「省令」という。）の一部改正に伴い、所要

の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  施設の人員配置基準等における規定の対象に、「管理栄養士」を加える。 

【改正の背景】 

(1) 栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）の一部改正により、管理栄養士国

家試験の要件が緩和され、これまで受験資格として栄養士免許が必須であっ

たところ、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士免許がなくとも受験可能

となる。（施行日：令和７年４月１日）  

(2) 現行の省令の施設の人員基準等の規定において、管理栄養士が栄養士で 

あることを前提としていることから、「栄養士ではない管理栄養士」も規定

の対象となるよう、所要の整備が行われる。 

 （施行日：令和７年４月１日） 

 

  これを受け、当該定義規定を引用する当該条例についても改正を行う。 

 

３ 施行日 

  令和７年４月 1 日 



議
案
第
三
十
二
号 

 

宇
部
市
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
一
条
中
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号

と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
を
削
り
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま

で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
一
条
第
二
十
号
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
基
金
に
属
し
て
い
た
現
金
は
、
改
正
後
の
第
一
条
第
四
号
の
財
政
調
整
基
金
に
属
す
る
も

の
と
す
る
。 

「
説
明
」 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
に
つ
い
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
位
置
づ
け
が
五
類
感
染
症
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
当
該
基
金
の
設
置
目
的

を
達
成
し
た
こ
と
か
ら
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
設
置
） 

（
設
置
） 

第
一
条 

第
一
条 

二
十 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金 

 

二
十
一 

 

二
十 

 

二
十
二 

 

二
十
一 

 

二
十
三 

 

二
十
二 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
） 

第
二
十
二
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

基
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

要
す
る
経
費
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
篤
志
者

の
指
定
寄
附
金
及
び
予
算
に
定
め
る
額
を
積
み
立

て
、
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に

計
上
し
て
、
こ
の
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
基
金
は
、

前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
に

充
当
す
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
文
化
振
興
基
金
） 

（
文
化
振
興
基
金
） 

第
二
十
三
条 

 

第
二
十
二
条 

 

（
公
共
施
設
等
保
全
管
理
基
金
） 

（
公
共
施
設
等
保
全
管
理
基
金
） 

第
二
十
四
条 

 

第
二
十
三
条 

 

（
森
林
環
境
整
備
基
金
） 

（
森
林
環
境
整
備
基
金
） 

第
二
十
五
条 

 

第
二
十
四
条 

 

（
管
理
） 

（
管
理
） 

第
二
十
六
条 

 

第
二
十
五
条 

 

（
繰
替
運
用
） 

（
繰
替
運
用
） 

第
二
十
七
条 

 

第
二
十
六
条 

 

（
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
） 

（
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
） 

第
二
十
八
条 

 

第
二
十
七
条 
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１ 概要 

新型コロナウイルス感染症対策基金について、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）における新型コロナウイルス感染症の位置づ

けが五類感染症に変更されたこと等を踏まえ、当該基金の設置目的を達成したことから廃止

するもの。 

 

２ 改正内容 

新型コロナウイルス感染症対策基金の廃止 

 

３ 施行日  令和 7 年 3 月 31 日 

 

４ 新型コロナウイルス感染症対策基金の積立・活用の状況 

 

寄附等収入（積立金額）の内訳 

 

                   ※うち 2,380,056 円は基金に積立てずに事業に充当 

（円） 

年度 積立金額 取崩金額 期末残高 主な活用内容 

R2 35,384,540 2,055,205 33,329,335 コロナニュースの発行などによる啓発 

R3 6,972,668 7,158,316 33,143,687 
代替保育施設の設置、修学旅行延期に伴う措

置、生理用品無償配布、選挙立会人 PCR 検査 

R4 3,843,743 6,280,840 30,706,590 抗原検査キット購入、濃厚接触者宿泊費助成 

R5 99,533 10,889,000 19,917,123 
休日・夜間救急診療所受診状況表示システム

開発、抗原検査キット購入 

R6 

予定 
0 19,917,123 0 

新型コロナ定期接種、休日・夜間救急診療所運

営経費 

計 46,300,484 46,300,484 0  

※R６年度の利息（約 4 万円の見込み。財政調整基金へ。）を除く。 

 

議案第３２号 

宇部市基金の設置、管理及び処分に関する条例中一部改正の件 

種類 金額（円） 

ふるさと納税 17,899,000 

募金・寄付金（企業・個人） 21,776,183 

その他 8,972,000 

満期利息 33,357 

計 48,680,540 



議案第４１号 

 

和 解 に つ い て 

 
 下記のとおり和解をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１２号の規定により、市議会の議決を求める。  

  令和７年２月１９日提出  

 

                   宇部市長  篠  﨑  圭  二  

 

 

記  

１ 和解の相手方  

東京都港区三田三丁目１３番１６号 三田４３ＭＴビル７階  

   株式会社タニタヘルスリンク  

    代表取締役社長  土  志  田  敬  祐  

 

２ 事故の概要  

令和６年４月１日付け締結した飛び地連携型大規模ヘルスケア事業業務

委託契約書に基づく健幸ポイント事業の運営業務において、相手方が一部の

参加者に対し個人情報を含む文書を誤送付したこと（以下「本事故」という。）

に関し、市が被った損害の賠償を相手方に求めるもの  

 

３ 和解の概要 

 (1) 相手方は、市に対し、本事故の損害賠償金として金 １３３,８５６円を支

払う。 

 (2) 当事者双方は、本事故に関し、上記以外は、何らの債権債務のないことを

相互に確認する。  
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【概要】 

１ 和解の相手方 

  東京都港区三田三丁目 13 番 16 号 三田 43MT ビル 7階 

  株式会社タニタヘルスリンク 代表取締役社長 土志田 敬祐 

 

２ 事件の概要 

  令和 6 年 4 月 1 日付で締結した飛び地連携型大規模ヘルスケア事業業務委

託契約書に基づく健幸ポイント事業の運営業務において、相手方が一部の参

加者に対し個人情報を含む文書を誤送付したことに関し、市が被った損害の

賠償を相手方に求めるもの。 

 

３ 和解の概要 

（１）相手方は、市に対し、本事故の損害賠償金として金 133,856 円を支払う。 

（２）当事者双方は、本事故に関し、上記以外は、何らの債権債務のないことを

相互に確認する。 

 

４ 参考 

（１）損害賠償金の内訳 

  人件費 126,968 円 、郵便代 6,888 円 （計 133,856 円） 

 

（２）経過 

年月日 内容 

R6.4.1 健幸ポイント事業の委託契約 

R6.6.18 健幸ポイント全参加者 5,479 人に文書を送付 

R6.6.21 誤送付事案の発生を確認 

全員のアプリのログイン ID・パスワードの一括変更 

誤送付該当者等への訪問や架電による文書回収等の開始 

R6.6.25 報道発表 

R6.8.14 全員にお詫び文書・文書回収用封筒を送付 

R6.9.30 タニタに対し、契約期間延長に伴う違約金の請求 

R6.12.24 損害賠償に関する覚書の締結 

 

議案第４１号 

和解について 



（３）市民への影響 

・把握できた誤送付の件数 58 件 

・不正ログイン件数 0 件 

 

（４）誤送付の原因 

 ・文書封入作業の際の人的誤りがあったこと。 

 ・人的誤りの可能性を考慮した発送方法としなかったこと。 

   

 







議
案
第
四
十
六
号 

 
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
六
条
第
一
項
中
「
四
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
十
中
「
二
十
四
万
円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二

十
九
万
五
千
円
」
を
「
三
十
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
五
十
四
万
五
千
円
」
を
「
五

十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
二
十
四
万

円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改

め
る
。 

第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
六

十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
二
十
四
万
円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
及
び
第
五
項
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
六
十
五

万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
二
十
四
万
円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項

中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
費
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
第
十
三
条
の
六
、
第
十
三
条
の
六
の
十
、
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
六
の

規
定
は
、
令
和
七
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、
令
和
六
年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

5



「
説
明
」 

県
内
の
保
険
料
水
準
の
統
一
に
向
け
て
葬
祭
費
の
支
給
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
国
民
健

康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
険
料
の

賦
課
限
度
額
及
び
軽
減
判
定
所
得
を
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

6



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
葬
祭
費
） 

（
葬
祭
費
） 

第
六
条 

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者

の
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
、
葬
祭
費
と
し
て
四
万

円
を
支
給
す
る
。 

第
六
条 

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者

の
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
、
葬
祭
費
と
し
て
五
万

円
を
支
給
す
る
。 

（
基
礎
賦
課
限
度
額
） 

（
基
礎
賦
課
限
度
額
） 

第
十
三
条
の
六 

第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
は
、
六
十

五
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
十
三
条
の
六 

第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
は
、
六
十

六
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
） 

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
十 

第
十
三
条
の
六
の
三
の
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
二
十
四
万
円
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
十
三
条
の
六
の
十 

第
十
三
条
の
六
の
三
の
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
二
十
六
万
円
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険

料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
の

基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得

た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十

五
万
円
）
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険

料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
の

基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得

た
額
が
六
十
六
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十

六
万
円
）
と
す
る
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る

金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減

じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
、
二
十
九
万
五
千
円
に
当
該
年
度

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険

料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る

者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯

二 

前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る

金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減

じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
、
三
十
万
五
千
円 

 

に
当
該
年
度

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険

料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る

者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯
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に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基

礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対

象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ

に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基

礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対

象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ

に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る

金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め

る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を

減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

え
た
金
額
）
に
、
五
十
四
万
五
千
円
に
当
該
年

度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当

該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
二
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
ロ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る

金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め

る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を

減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

え
た
金
額
）
に
、
五
十
六
万
円 

 
 
 

に
当
該
年

度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当

該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
二
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
ロ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
前
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
六
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
六
万
円
」

と
、
前
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
五

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
二
項

中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
六

万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
二
項

中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」
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と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出

産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納

付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
か

ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
（
第
五
項
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出

産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納

付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
か

ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
六
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
六
十
六
万
円
）
と
す
る
（
第
五
項
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
六
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
六
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介

護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、

「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦

課
額
」
と
、
「
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三

条
の
八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十

七
万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介

護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、

「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦

課
額
」
と
、
「
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三

条
の
八
」
と
、
「
六
十
六
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十

七
万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額

は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額

は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、

9



 

次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該

減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
。 

次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該

減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
六
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
六
十
六
万
円
）
と
す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
」
と
、

「
六
十
六
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
六
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
五
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
六
項
中

「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
六
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
六
項
中

「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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議案第 46号 宇部市国民健康保険条例中一部改正の件 説明資料 

 

 

１ 改正趣旨 
 
(1) 県内の保険料水準の統一に向け、葬祭費の支給額を引き上げるもの 

(2) 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの 

 

２ 改正内容 
 
(1) 葬祭費の支給額の引上げ 

ア 葬祭費とは 

被保険者が死亡した場合、当該被保険者の葬祭を行う方に対し、国民健康

保険の給付として現金を支給するもの 

なお、全国の医療保険者（国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協

会（協会けんぽ）、共済組合等）においても、同様の支給が行われている。 
 

イ 葬祭費の支給額の引上げ  
(ｱ) 支 給 額 

葬祭 1 件当たり支給額を 4 万円から 5 万円に引き上げる。 
 

(ｲ) 引上げの理由 

○ 平成 29 年度までは、国民健康保険事業は市町村が運営していたが、平

成 30 年度から、財政運営については都道府県が担うこととなった。 

○ 山口県においては、第 2 期山口県国民健康保険運営方針（対象期間は

令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 年間）において、事業費納付金ベー

スでの県内保険料水準の統一を掲げ、令和 8 年度から 5 年かけて統一す

ることとされている。 

○ 県内市町において保険料水準が同じであれば、保険給付水準も同じで

あることが望ましいことから、現在、県内市町で大多数の 5 万円に合わ

せようとするもの（山口県からの要請あり） 
 

(ｳ) 国保財政上の影響 

○ 葬祭費の財源は、その全額が被保険者にお支払いいただく保険料 

○ 令和 7年度当初予算においては、葬祭費は年間 280件を見込んでおり、

支給額を 1 万円引き上げた場合、その影響額は 280 万円となる。 

○ この 280 万円を賄うためには、1 人当たり年間保険料を 100 円程度増

額する必要がある。 
 

(ｴ) 参 考  
医 療 保 険 者 葬祭費の支給額 

宇部市国保、萩市国保 4 万円 

宇部市国保、萩市国保以外の県内 17 市町国保 5 万円 

山口県後期高齢者医療広域連合 5 万円 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 5 万円 
 

※ その他、多くの健康保険組合においても 5 万円 
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(2) 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の整備 
 

ア 保険料賦課限度額の引上げ（基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額）  
区 分 現 行 改正後 増 減 

基礎賦課額 65 万円 66 万円 ＋1 万円 

後期高齢者支援金等賦課額 24 万円 26 万円 ＋2 万円 

介護納付金賦課額 17 万円 17 万円 なし 

合 計 106 万円 109 万円 ＋3 万円 
 

※ 基礎賦課額とは、国保被保険者の医療費（国保から支出する額）に充てるため

の賦課額 

※ 後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療費に充てるための現役世代等からの支

援金（後期高齢者医療費の約 40％） 

※ 賦課限度額が引き上げられるということは、より高所得者に負担を求めようと

するもの 
 

（参 考）賦課限度額の推移 
 

区 分 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

基礎分 63 万円 63 万円 65 万円 65 万円 65 万円 66 万円 

後期分 19 万円 19 万円 20 万円 22 万円 24 万円 26 万円 

介護分 17 万円 17 万円 17 万円 17 万円 17 万円 17 万円 

合 計 99 万円 99 万円 102 万円 104 万円 106 万円 109 万円 

 

イ 保険料軽減判定所得基準額の引上げ（5 割軽減及び 2 割軽減） 
 

(ｱ) 次表により算出された額以下の場合、5 割軽減に該当  
区 分 軽 減 判 定 所 得 基 準 額 

現 行 43 万円＋10 万円×(給与所得者等の数－1)＋29.5 万円×被保険者数 

改正後 43 万円＋10 万円×(給与所得者等の数－1)＋30.5 万円×被保険者数 
 

※ 7 割軽減に該当する場合を除く。 
 

(ｲ) 次表により算出された額以下の場合、2 割軽減に該当  
区 分 軽 減 判 定 所 得 基 準 額 

現 行 43 万円＋10 万円×(給与所得者等の数－1)＋54.5 万円×被保険者数 

改正後 43 万円＋10 万円×(給与所得者等の数－1)＋56.0 万円×被保険者数 
 

※ 7 割軽減及び 5 割軽減に該当する場合を除く。 
 

※ 軽減判定所得基準額が引き上がることで、より軽減に該当しやすくなる。 

※ 軽減により減額された額は、公費（県 3/4、市 1/4）により補填される。 

※ 令和以後における軽減判定所得基準額の引上げ（5 割軽減及び 2 割軽減）は、

令和元年度、令和 2 年度、令和 5 年度、令和 6 年度及び令和 7 年度に行われて

いる（令和 3 年度には、税制改正に伴う算定式の見直しあり）。 
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３ 施 行 日 
 

令和 7 年 4 月 1 日 

 

４ 経過措置 
 
(1) 葬祭費の支給額の引上げ  

改正後の規定は、令和 7年 4月 1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、

同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。 
 
(2) 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の整備  

改正後の規定は、令和 7 年度分の保険料から適用し、令和 6 年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 
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議案第３３号 

宇部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中 

一部改正の件 

 

 

１ 目的 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令 

第６１号）の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

施設の運営等に関する要件として「栄養士」の配置を求める規定の対象に、 

「管理栄養士」を加える。 

 

【改正の背景】 

(1) 栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）の一部改正により、管理栄養士国

家試験の要件が緩和され、これまで受験資格として栄養士免許が必須であっ

たところ、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも受験可能とな

る。（施行日：令和７年４月１日）  

 

(2) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、家庭的

保育事業者等の利用乳幼児に対し食事の提供を家庭的保育事業所等外で調理

し搬入する方法により行う場合、「栄養士による必要な配慮」が要件として

求められていたところ、「栄養士又は管理栄養士による必要な配慮」に改め

られる。（施行日：令和７年４月１日）   

 

これを受け、本市の条例についても一部改正を行う。 

 

３ 施行日 

  令和７年４月 1 日 



議案第４７号 

 

物 品 購 入 の 件  

 

下記のとおり物品を購入することについて、宇部市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第３条の規定によ

り、市議会の議決を求める。 

  令和７年２月１９日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二  

 

 

記 

１ 購 入 の 目 的  小中学校教科書の採択替えに伴う小中学校教員用教科書及 

び指導書の整備 

２ 購 入 物 品 名  小中学校教員用教科書及び指導書  

３ 購 入 金 額  一金 ２７,２１５,４１５円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ２,３５６,８２０円） 

４ 契 約 の 方 法  随意契約 

５ 購入物品の規格  ⑴   小学校教員用教科書 ３９０冊 

⑵  小学校教員用指導書 ２１４冊 

⑶  中学校教員用教科書 １,９７６冊 

⑷  中学校教員用指導書 ８０９冊 

６ 購入の相手方  宇部市港町一丁目１２番４号  

山口教科書供給株式会社   

代表取締役  河  村   卓  
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